
 
令和６年経営事項審査申請の手引の修正について 

 

 

■ 記入要領の修正箇所 

   P26～27：「その他の審査項目（社会性等）」 

「７ 建設機械の保有状況」について、建設機械を自ら所有することを証する

書類として、売買契約書等（原本）に代えて自動車検査証（写）を提示する場

合の注意事項を追記しました。 
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６ 研究開発の状況

審査項目 記入要領及び加点・減点の要件 指定審査確認書類等

研究開発費（２期 会計監査人設置会社において、会計 下記①、②の書類の提示
平均） 監査人が財務諸表に対し無限定適正意 ①審査対象事業年度及び前審査対象事

見又は限定付き適正意見を表明してい 業年度の事業年度終了報告（変更届）
〔項番６３〕 る場合であって、平均研究開発費の額 ②有価証券報告書（写し）

が５,０００万円以上の場合に加点とな
ります。
申請書には、審査対象事業年度及び

前審査対象事業年度の研究開発費の額
を記入し、項番６３にはその平均額（千
円未満切り捨て）を記入します。

７ 建設機械の保有状況

審査項目 記入要領及び加点・減点の要件 指定審査確認書類等

建設機械の所有及 審査基準日において、自ら所有し、 【指定審査前に提出する書類】
びリース台数 又はリース契約（審査基準日から１年 保有建設機械一覧表（岡山県建設機械様式１）

７か月以上の使用期間が定められてい
〔項番６４〕 るもの又はリース期間満了後何ら手続

を要せずリース期間が延長されるもの 【指定審査で確認する書類】
に限る。）により使用する以下の建設機 <左記①～⑨共通>
械が対象となります。 下記のいずれかの資料（原本）の提示

①ショベル系掘削機 (ア)売買（譲渡）契約書
（ショベル、バックホウ、ドラグライ (イ)統一譲渡証明書（（一社）日本建設
ン、クラムシェル、クレーン又はパ 機械工業会の様式）
イルドライバーのアタッチメントを (ウ)販売証明書（次の項目が確認できる
有するもの（油圧ショベルの車両本 こと。）
体にこれら以外のアタッチメントが ・証明者（販売者）の商号又は氏名、
装着されている場合は、そのアタッ 所在地、代表者名、代表者印
チメントの交換が可能な仕様であれ ・証明日
ば対象とする。）） ・建設機械の名称、型式、製造番号、

製造者名
・証明者が経審申請者へ建設機械を

②ブルドーザー 販売したこと
（自重が３トン以上） ※従前様式の完済証明書でも可

(エ)リース契約書

③トラクターショベル ※オンロード車の場合は、自ら所有し
（バケット容量が０．４立方メートル ていることを証する書類として(ア)
以上） (イ)(ウ)に代えて、自動車検査証（写

し）を可とします。ただし、その場
合は、所有者・使用者ともに自社名

④モーターグレーダー 義であることが必要です。
（自重が５トン以上） ※所有者と使用者が異なる場合（リー

ス契約や割賦販売で所有権の移転が
留保されている場合）は、リース契

⑤ダンプ車 約書・売買契約書の提示が必要です。
（土砂等を運搬する貨物自動車） ※電子車検証（写し）の場合は、併せ

て「自動車検査証記録事項」（写し）
を提示してください。

⑥移動式クレーン
（つり上げ荷重が３トン以上） <左記①～④及び⑦～⑨>

特定自主検査記録表（原本）の提示
・検査日が審査基準日以前１年以内であ

⑦高所作業車 ること。
（作業床の高さが２メートル以上） ※中古車を取得した場合は、前所有者

が実施した検査記録表（写し）の提
示
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⑧締固め用機械 <左記⑤>
（ロードローラー、タイヤローラー、 自動車検査証（写し）の提示
振動ローラー、ハンドガイドローラー） ・審査基準日が有効期間内にあること。

・車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプ
フルトレーラ」又は「ダンプセミトレ

⑨解体用機械 ーラ」と記載があり、土砂等の運搬に
（ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリー 供される貨物自動車であること。
ト圧砕機、解体用つかみ機）

※備考欄に「積載物は、土砂等以外の
ものとする」等の記載があり、土砂
等の運搬が制限されている車両は加
点対象外です。

※自ら所有していることを証する書類
として(ア)(ウ)に代えて、自動車検
査証（写し）を可とします。ただし、
その場合は、所有者・使用者ともに
自社名義であることが必要です。

※所有者と使用者が異なる場合（リー
ス契約や割賦販売で所有権の移転が
留保されている場合）は、自動車検
査証に加えてリース契約書・売買契
約書の提示が必要です。

※電子車検証（写し）の場合は、併せ
て「自動車検査証記録事項」（写し）
を提示してください。

<左記⑥>
移動式クレーン検査証（写し）の提示
・審査基準日が有効期間内にあること。

<左記⑨>
※ベースマシンがショベル系掘削機とし
て加点台数に含まれている場合には解
体用機械として計上できません（アタ
ッチメントの切替で重複計上はできま
せん。）。

８ 国際標準化機構又は国が定めた規格による登録又は認証の状況

審査項目 記入要領及び加点・減点の要件 指定審査確認書類等

エコアクション２ 審査基準日において、エコアクショ エコアクション２１により認証されて
１の認証の有無 ン２１の認証を取得している場合に いることを証する書面（写し）の提示

「１.有」となり加点となります。
〔項番６５〕 ただし、認証範囲に建設業が含まれ

ていない場合及び認証範囲が一部の支
店等に限られている場合は、加点対象
になりません。
（注）ＩＳＯ１４００１を取得してい

る場合はエコアクション２１では
加点されません。

ＩＳＯ９００１の 審査基準日において、国際標準化機 審査登録機関が発行した認証登録証
登録の有無 構第９００１号又は１４００１号の規 明書（写し）の提示

格により登録されている場合に「１.有」 認証登録証明書で認定業種、認定期
〔項番６６〕 となり加点となります。 間、関連事業所等の確認ができない場

ただし、登録範囲に建設業が含まれ 合は、認証登録証明書付属書（写し）
ていない場合及び登録範囲が一部の支 の提示

ＩＳＯ１４００１ 店等に限られている場合は、加点対象
の登録の有無 になりません。

〔項番６７〕


